
柏市特別職の業務内容について  

 

副市長の業務内容  

 

 副 市 長 は ， 市 長 を 補 佐 し ， そ の 政 策 及 び 企 画 を つ か さ ど り ， そ の 補 助

機関である職員が担当する事務を監督する役割がある。  

 柏 市 に は ２ 名 の 副 市 長 が お り ， 「 市 政 の 基 本 方 針 の 決 定 」 「 市 議 会 に

提 出 す る 議 案 」 等 に つ い て は ， 両 副 市 長 が 共 同 し て 所 管 し て い る が ，

「 危 機 管 理 部 ， 総 務 部 ， 企 画 部 ， 財 政 部 ， 広 報 部 ， 市 民 生 活 部 ， 健 康 医

療 部 ， 福 祉 部 及 び こ ど も 部 に 係 る 分 掌 事 務 」 等 は 加 藤 副 市 長 が 所 管 し ，

「 環 境 部 ， 経 済 産 業 部 ， 都 市 部 及 び 土 木 部 に 係 る 分 掌 事 務 」 等 に つ い て

は ， 奥 田 副 市 長 が 所 管 す る こ と と 定 め ら れ て い る 。 （ 柏 市 副 市 長 事 務 所

管 規 則  第 ２ 条  所 管 事 務 ） 行 事 に お い て 市 長 の 代 理 出 席 ， 懸 案 事 項 に

ついて各担当課との内部打合せを数多く行っている。  

 ま た ， 年 ４ 回 の 定 例 市 議 会 に は ， 議 長 か ら 出 席 を 求 め ら れ ， 議 会 の 審

議に必要な説明をしている。  

 

主な業務内容  

令和４年度  
令和５年度  

(８月３１日まで ) 

加藤  

副市長  

奥田  

副市長  

加藤  

副市長  

奥田  

副市長  

市議会関連  

（定例会や委員会視察など）  

７６日

間  

５４日

間  

１８日

間  

１２日

間  

イベント・式典  

（ 入 学 式 ， 各 種 大 会 の 来 賓 ， 町 会 の

総会・夏祭り，敬老会，祝賀会）  

１４件  １６件  ５件  ９件  

面会  

（ 表 敬 訪 問 ， 各 種 団 体 と の 面 談 ， 町

会要望など）  

２４９

件  

１０４

件  
５６件  ３８件  

会議  

（ 国 ・ 県 ・ 各 種 団 体 主 催 会 議 ， 部 長

ヒアリングなど）  

６６件  ４６件  ３０件  ２５件  

内部打合せ  

（ 懸 案 事 項 ・ 課 題 解 決 ， 総 合 計 画 ヒ

アリングなど）  

５３４

件  

３２４

件  

２０２

件  

１４８

件  

祝賀会・懇親会  

（各種団体の祝賀会や懇親会など）  
２件  １件  ３件  ２件  

資料３  



教育長の業務内容  

 

 教 育 長 は ， 合 議 体 の 執 行 機 関 で あ る 教 育 委 員 会 を 代 表 し ， 教 育 委 員 会

の 意 思 決 定 に 基 づ き ， 事 務 を つ か さ ど っ て い る 。 そ の 職 務 は ， 教 育 委 員

会 の 会 務 を 総 理 す る と 定 め ら れ て い る こ と か ら ， 教 育 委 員 会 の 会 議 を 主

宰 す る と と も に ， 教 育 委 員 会 の 権 限 に 属 す る す べ て の 事 務 を つ か さ ど り ，

事 務 局 の 事 務 を 統 括 し 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 し て い る 。 そ の た め ， 年 間

を 通 じ て ， 各 種 会 議 等 へ の 出 席 ， 懸 案 事 項 等 の 打 合 せ を 数 多 く こ な し て

いる。  

 ま た ， 年 ４ 回 の 定 例 市 議 会 に は ， 教 育 委 員 会 の 代 表 者 と し て 議 長 か ら

出席を求められ，議会の審議に必要な説明をしている。  

 

主な業務内容  令和４年度 
令和５年度 

(８ 月 ３ １ 日 ま で )  

市議会関連  

（定例会，委員会，委員会視察など）  
４１日間  １１日間  

教育委員会  

（教育委員会定例会・臨時会，行政視察，教育

委員が伴う学校訪問など）  

２２件  ９件  

イベント・式典等  

（関係団体等の総会・記念式典，小中高等学校

の周年行事など）  

４６件  １２件  

会議・研修  

（関係団体等主催会議・研修，市長部局会議，

委員会主催会議・研修，教育長ヒアリング・面

接など）  

３３２件  １２８件  

面会・訪問  

（関係団体等との面談・訪問，寄附贈呈式，叙

勲伝達式など）  

１０６件  ４６件  

内部打合せ（懸案事項等の打合せ）  ６５件  ３５件  

視察  

（市内小中高等学校，生涯学習・文化施設等の

視察）  

３１件  １件  

祝賀会・懇親会  

（関係団体等の祝賀会，懇親会など）  
６件  ２件  

※ 「 面 会 ・ 訪 問 」 「 内 部 打 合 せ 」 に つ い て は ， 日 程 に 入 っ て い な い （ こ の 件 数 に 入

っ て い な い ） も の が 多 数 あ る 。 「 内 部 打 合 せ 」 に つ い て は ， 平 均 し て １ 日 に ４ ，

５ 件 程 度 ， １ 件 に つ い て １ ５ 分 程 度 の も の か ら １ 時 間 以 上 に 及 ぶ も の ま で あ る 。  

 



上下水道事業管理者の業務内容  

 

 市 で は ， 水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 （ 以 下 ， 「 上 下 水 道 事 業 」 と い う 。 ）

に つ い て ， 地 方 公 営 企 業 法 の 全 て を 適 用 し ， 常 に 企 業 の 経 済 性 を 発 揮 す

る と と も に ， そ の 本 来 の 目 的 で あ る 公 共 の 福 祉 を 増 進 す る よ う 運 営 し て

い る が ， 上 下 水 道 事 業 管 理 者 は ， 上 下 水 道 事 業 の 業 務 執 行 に 関 し て 代 表

する立場にある。  

 主 な 業 務 内 容 と し て は ， 上 下 水 道 事 業 に つ い て の 基 本 方 針 の 決 定 ， 予

算 の 原 案 及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書 の 作 成 並 び に 決 算 の 調 製 の ほ か ， 上 下

水 道 局 職 員 の 任 免 ， 給 与 等 の 勤 務 条 件 等 の 身 分 取 扱 い に 関 す る こ と な ど

になる。  

 ま た ， 年 ４ 回 行 わ れ る 定 例 市 議 会 に は ， 市 長 や 市 長 部 局 の 部 局 長 と と

も に 出 席 し て い る が ， 議 会 の 議 決 を 経 る べ き 案 件 に つ い て ， 議 案 作 成 業

務も行っている。  

 

主な業務内容  令和４年度  
令和５年度  

(8 月 31 日 ま で ) 

市議会関連  

（定例会・委員会）  
４０日間  ９日間  

市 議 会 に 提 出 す る 議 案 の 調

製  

（予算・決算，条例）  

４件  ０件  

上 下 水 道 局 企 業 管 理 規 程 の

制定及び改廃  
９件  １件  

職員の任免  

（辞令の交付）  
２３４件  １５９件  

会議・打合せ  

（ 懸 案 事 項 ・ 課 題 解 決 ， 各

種 計 画 ヒ ア リ ン グ ， 他 事 業

体との会議）  

１０８件  ４７件  

  



代表監査委員の業務内容  

 

【監査委員の職務】  

 監 査 委 員 は ， 地 方 自 治 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 １ ８ ０ 条 の ５ に お

い て 執 行 機 関 と し て 普 通 地 方 公 共 団 体 に 置 か な け れ ば な ら な い 委 員 と 定

め ら れ て お り ， 法 等 に 基 づ き ， 定 期 監 査 ・ 決 算 審 査 ・ 健 全 化 判 断 比 率 等

審 査 ・ 例 月 現 金 出 納 検 査 を 毎 年 必 ず 実 施 し て い る 。 ま た ， 随 時 監 査 と し

て ， 必 要 に 応 じ 行 政 監 査 ・ 工 事 監 査 ・ 財 政 援 助 団 体 等 監 査 を 実 施 し て い

る 。 加 え て ， 住 民 か ら の 請 求 が あ っ た 場 合 は ， 住 民 監 査 請 求 監 査 や 直 接

請求監査を実施する。  

【代表監査委員の職務】  

 法 第 １ ９ ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て ， 監 査 委 員 は 識 見 を 有 す る 者

（ 以 下 「 識 見 監 査 委 員 」 と い う 。 ） 及 び 議 員 か ら 選 任 す る こ と と さ れ て

お り ， ま た 都 道 府 県 及 び ２ ５ 万 人 以 上 の 市 に お い て は ， 識 見 監 査 委 員 の

う ち 少 な く と も １ 名 以 上 は 常 勤 と し な け れ ば な ら な い と 規 定 さ れ て い る 。

さ ら に ， 法 第 １ ９ ９ 条 の ３ 第 １ 項 に お い て ， 識 見 監 査 委 員 の う ち １ 人 を

代 表 監 査 委 員 と し な け れ ば な ら な い と 規 定 さ れ て お り ， そ の 職 務 は ， 法

及 び 柏 市 監 査 委 員 規 程 に お い て 定 め ら れ て い る 。 代 表 監 査 委 員 の 主 な 職

務は次のとおりである。  

・監査委員に関する庶務  

・ 代 表 監 査 委 員 又 は 監 査 委 員 の 処 分 又 は 裁 決 に 係 る 普 通 地 方 公 共 団 体

を被告とする訴訟に関する事務  

・ 住 民 監 査 請 求 に 基 づ く 住 民 訴 訟 に つ い て ， 市 の 執 行 機 関 又 は 職 員 に

損 害 賠 償 又 は 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 命 ず る 判 決 が 確 定 し た 場 合 に ， 市

が 長 に 対 し 当 該 損 害 賠 償 又 は 不 当 利 得 返 還 の 請 求 を 目 的 と す る 訴 訟 を

提起するとき，当該訴訟について代表監査委員が市を代表する。  

・監査事務局長の出張命令，休暇，事務引継等に関する事務  

・監査委員の会議の開催に関する事務  

・監査等の執行に関する事務  

  

 以 上 に 基 づ き ， 代 表 監 査 委 員 は ， 監 査 委 員 と し て の 職 務 及 び 代 表 監 査

委 員 と し て の 職 務 を 担 い ， 監 査 等 の 実 施 や 監 査 委 員 会 議 の 開 催 ， 市 議 会

への出席等を行っている。  

 主な業務内容は次のとおりである。  

 

主な業務内容  令和４年度  
令和５年度  

(８月３１日まで ) 

監 査 等 の 質 疑 （ 定 期 監 査 及 び 行 政 監 査 ，

決 算 審 査 ， 財 政 援 助 団 体 等 監 査 ， 例 月 現

金出納検査，工事監査）  

２１日間  ８日間  

監査等資料の読み込み，確認，調査等  ８６日間  ３３日間  



監査委員会議  １３日間  ５日間  

市議会への出席  ３８日間  ８日間  

内 部 打 合 せ （ 監 査 委 員 会 議 及 び 例 月 現 金

出 納 検 査 の 事 前 打 ち 合 わ せ ， 庁 内 各 部 署

からの報告等）  

記 録 は な い が

少 な く と も ３

２ 回 以 上  

記 録 は な い が

少 な く と も １

２ 回 以 上  

全 国 ・ 関 東 ・ 千 葉 県 市 監 査 委 員 協 議 会 の

総会，研修会等（オンライン含む）  
８回  １回  

 


